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2はじめに

◼ 第52回本小委員会（2024年12月5日）において、2026年度から現在の週間断面での市場取引が前日断面
へスケジュール変更となること（以下、「前日取引化」という。）に関する諸課題の整理を行った。その中で、現行の
複合商品（＋二次②・三次①）の追加調達判断※については、現状、翌々日計画の広域予備率12%を閾値と
しているが、計上方法が見直される広域予備率の実績等を踏まえ、2026年度からの判断基準となる閾値の見直し
要否を改めて検討することとしていた。

◼ 今回、翌々日計画における広域予備率が48点化された2025年度以降の実績が一定程度蓄積されたため、判断
基準となる閾値の見直し要否を検討し、それらを踏まえた前日取引化以降の調整力必要量の考え方について整理
したため、ご議論いただきたい。

※ 2026年度の前日取引化以降は、追加調達がなくなるため、必要量自体の判断基準となる。



3（参考） 需給調整市場における検討課題

出所）第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html


4（参考） 需給調整市場の商品導入スケジュール

年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028以降

一
次

運用
広域運用

（周波数変換装置を含む直流設備を除く）

調達 調整力公募 広域調達（週間） 広域調達（前日）

二
次
①

運用 エリア内運用 広域運用

調達 調整力公募
エリア内調達

（週間）
エリア内調達

(前日)
広域調達（前日）

二
次
②

運用 エリア内運用 広域運用

調達 調整力公募 広域調達（週間） 広域調達（前日）

三
次
①

運用

調達 調整力公募 広域調達（週間） 広域調達（前日）

三
次
②

運用 広域運用

調達
調整力
公募

広域調達（前日）

▼広域運用開始

▼広域調達開始

▼広域運用開始

▼広域運用開始

▼広域調達開始

▼広域調達開始

▼広域運用開始

▼調達開始 ▼広域調達開始※

段階的
広域運用

段階的
広域運用

▼広域調達開始

※一般送配電事業者による二次①の広域運用が実現可能となったうえで、2027年度からの広域調達を目指す



5（参考） 前日取引化に伴う課題の検討結果 （１／２）

出所）第52回需給調整市場検討小委員会（2024年12月5日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html


6

出所）第53回需給調整市場検討小委員会（2025年1月24日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_53_haifu.html

（参考） 前日取引化に伴う課題の検討結果 （２／２）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_53_haifu.html


7目次

1. 複合商品の調達方法の概要

2. 調整力必要量の判断基準について（前日取引化後）

3. 調整力必要量の確保方法について（前日取引化後）

4. まとめ



8目次
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9複合商品（+二次②・三次①）の調達方法について

◼ 現在、複合商品（＋二次②・三次①）については、効率的な調達の取組みにより、週間断面では1σ相当の必要
量としており、前日断面（前日12時頃）における最新の広域予備率（実質的には翌々日計画の広域予備率）
が閾値（12%）を下回っているかどうかで追加調達（1σ相当→3σ相当）の要否判断※を実施している。

◼ この点、前日取引化に伴い、週間断面のΔkW取引がなくなり、前日断面が初めてのΔkW取引となることから、前日
断面での追加調達判断ではなく、前日断面での必要量の判断（1σ相当 or 3σ相当）といった建付けに変化する。

※ 実施が必要となった場合、本来は前日市場で追加調達するが、現在は募集量削減の取組みにより、余力活用により追加確保されている。

出所）第41回需給調整市場検討小委員会（2023年8月17日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html


10（参考） 調整力の効率的な調達について

◼ インバランス対応分（EDC領域）であり、予見性のある二次②・三次①に加えて複合商品に関しては、効率的な
調達の対象とし、まずもって1σ相当を調達することとしている。

◼ また、現状の追加調達方法は、募集量削減の取組みにより、余力活用により追加分を確保するようにしている。

出所）第40回需給調整市場検討小委員会（2023年6月29日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_40_haifu.html

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

⇒追加分を余力
により確保

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_40_haifu.html
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html


11必要量判断における閾値について

◼ 現行の必要量判断時の閾値として、広域予備率12%（実質的に翌々日計画の広域予備率）を採用している。

◼ この考え方としては、二次②と三次①がインバランス対応の調整力であり、効率的な調達により、まずもっての調達量
を従来の3σ相当から、1σ相当（不足インバランス発生時の84％程度をカバー）へ低減させているところ、言い換え
ると、不足インバランス発生時の16％程度は追加調達が必要であろう点を踏まえ、不足インバランス発生時における
全体の下位16％に該当する広域予備率を閾値としている。

◼ 現在採用している閾値（12%）は2022年度実績データ※1を用いて設定されたものであるが、第52回本小委員
会（2024年12月5日）にて、2025年1月以降に見直される広域予備率の計上方法※2を踏まえた補正を実施し
た2024年度上期実績をもとに試算を行い、採用していた閾値（12%）と概ね同水準であり、大きな乖離がないこ
とを確認し、早急に閾値変更をする必要はないものと整理していた。

実需給

当日実績の
広域予備率

前日12時

追加調達判断

前々日夕方

翌々日計画の
広域予備率

前週木曜夕方

週間計画の
広域予備率

翌日計画の
広域予備率

前日夕方

※2 週間計画（翌々日計画）時点で、一般送配電事業者が調整力を確保できていない場合でも、
余力活用契約を締結している電源を起動させるものと見なして、当該不足分を予備率に計上。

※1 当時は翌々日計画が存在していなかったため、週間断面の実績データを用いて算定。



12（参考） 現行の追加調達判断の閾値について

出所）第40回需給調整市場検討小委員会（2023年6月29日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_40_haifu.html

出所）第52回需給調整市場検討小委員会（2024年12月5日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_40_haifu.html
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html


13（参考） 週間および翌々日計画における広域予備率の見直しについて

出所）第52回需給調整市場検討小委員会（2024年12月5日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html
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15複合商品必要量の判断基準（閾値）の見直し検討について（１／２）

◼ 前章でも触れたとおり、2025年1月（1月9日公表分）より、週間・翌々日計画における広域予備率の調整力の
計上方法の見直しを実施している。

◼ 加えて、2025年度から翌々日計画が従来の2点から48点になったことを踏まえて、 2025年度上期の実績データ
（2025/4/1～9/30）をもとに、前日取引化後の複合商品（＋二次②・三次①）必要量の判断基準の見直し
要否を実施した。（次頁参照）

◼ なお、前々日断面と当日断面を比較すると、広域ブロックを構成するエリアが異なっているケースが多いことを踏まえて、
今回、沖縄を除く９エリアが１ブロックであったと仮定した場合の広域的な予備率※と９エリアのインバランス実績合計
をもとに、上記の見直し検討を実施することとした。

※ これらの数値は判断基準を算定するためのものであり、実際の運用時は広域ブロック単位の広域予備率を参照することには留意が必要。



16複合商品必要量の判断基準（閾値）の見直し検討について（２／２）

◼ 前々日断面において、沖縄を除く９エリアを１ブロックと仮定した場合の広域予備率をもとに、不足インバランス発生
時における全体の下位16%に該当する広域予備率を確認したところ、10%程度（10.4％）となった。

◼ このため、広域予備率とインバランスの関係より、前日断面での複合商品（＋二次②・三次①）の必要量の判断
基準としては、翌々日計画における広域予備率10%程度が閾値になると考えられるが、現在の閾値（12%）より
も少し低めの水準であることを踏まえて、前々日断面から当日断面での広域予備率の低下リスクも見て判断すること
としたい。（次頁参照）

●使用データ
・広域予備率

：前々日断面のエリア需要とエリア供給力をもとに、全国を1ブロックと
仮定した場合の広域的な予備率（諸元は広域機関公表値※）

※翌々日計画における沖縄を除いた9エリア需要と9エリア供給力
・当日需要
：当日断面の広域予備率算定時における需要（広域機関公表値）

・インバランス量
：インバランス料金単価算定根拠としての公表値（ICS公表値）

●データ粒度およびデータ対象期間等
・データ粒度：30分単位
・データ対象期間：2025.4～2025.9月末（2025年度上期）
・対象時間帯：0:00～24:00

※インバランス率＝∑（インバランス量の全国計）/∑（当日需要の全国計）
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17閾値の妥当性確認について（１／２）

◼ 前述のとおり、今回算定された閾値（広域予備率10%）の妥当性確認として、前々日断面から当日断面にかけ
ての広域予備率の変化を踏まえた安定供給面への影響評価を行った。

◼ 検討にあたっては、仮に前々日断面において十分な広域予備率があったとしても、当日断面で広域予備率が減少
する可能性を考慮し、当日断面において安定供給の維持に最低限必要となる広域予備率に前々日断面から当日
断面にかけての広域予備率の低下リスクを加えた値をもって、影響評価することとした。

当日前日12時

広域予備率

安定供給維持に最低限
必要となる広域予備率

必要量判断閾値

低下リスク

前々日夕方

・
・
・
・

前日夕方

必要量を判断
（1σ or 3σ）

時間内変動・電源脱落対応分

不足インバランス対応分



18閾値の妥当性確認について（２／２）

◼ 2025年度上期の実績をもとに、前々日断面での広域予備率※と当日断面での広域予備率※についての関係性を
確認したところ下図のとおりとなった。

◼ 前々日断面から当日断面にかけての広域予備率の低下リスクについて、低下率の大きい上位5点を抽出し、近似
線を確認したところ、本近似線を使用することにより低下リスクの大宗を捕捉（最大限のリスクを織り込み）できること
が判明したため、これを用いて安定供給面への影響評価を行った。

◼ 当日断面で最低限必要となる広域予備率を3%とした場合は前々日断面で6%程度、当日断面5%とした場合は
前々日断面では10%程度の広域予備率があれば、最大限のリスクがあった場合であっても安定供給は維持可能と
考えられることから、今回の算定結果である広域予備率10%を必要量判断（1σ相当 or 3σ相当）の閾値とする
方向性には一定の合理性があると考えられる。

y = 0.4916x + 0.254
R² = 0.9792
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前々日断面の広域予備率 [%]

※広域予備率は沖縄を除いた全国を１ブロックとした場合の広域的な予備率

y=x
前々日
から増加

前々日
から低下

当日の広域予備率3%

前々日換算した
広域予備率

近似線（低下リスクの大宗を捕捉）

当日の広域予備率を3%とした場合
(3 – 0.254)÷0.4916 ＝5.6≒6%

当日の広域予備率を5%とした場合
(5 – 0.254）÷0.4916 ＝9.7≒10%

当日の広域予備率5%



19（参考） データ分析における使用データ（再掲）

●使用したデータ
✓ 前々日断面の広域予備率：前々日断面のエリア需要とエリア供給力をもとに、全国を1ブロックと仮定した広域的な予備率（諸元:広域機関公表値※）

✓ 当日断面の広域予備率：当日断面のエリア需要とエリア供給力をもとに、全国を1ブロックと仮定した広域的な予備率（諸元:広域機関公表値※）
※翌々日計画および当日GC断面における沖縄を除いた9エリア需要と９エリア供給力

●データ粒度およびデータ対象期間等
✓ データ粒度：30分単位
✓ データ対象期間：2025.4～2025.9月末（2025年度上期）

◼ 2025年度上期における前々日断面の予備率および当日断面の予備率をもとにデータ分析を行った。

y = 0.4916x + 0.254
R² = 0.9792
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20三次②必要量の見直し検討について（関連課題）

◼ 第52回本小委員会（2024年12月5日）にて、複合商品の必要量は三次②必要量にも関係するため（下図）、
三次②必要量の見直し（複合商品の必要量により控除量を使い分け）を関連課題とし、2026年の前日取引化
に合わせて控除量の使い分け運用ができるように検討を進めるとしていた。

◼ この点、一般送配電事業者側の準備（ツール整備等）が整ったため、予定どおり2026年度の前日取引化開始の
タイミングに合わせて、更なる三次②必要量の低減にも資する本運用を実施していくこととしたい。

出所）第52回需給調整市場検討小委員会（2024年12月5日）資料4をもとに作成・一部加工
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html

三次②必要量
三次②必要量

「前日予測値 ー 実績値」
の再エネ予測誤差の1σ相当値

複合商品
必要量

3σ相当値の調達
（年間の16%相当）

「GC予測値 ー 実績値」
の再エネ予測誤差の1σ相当値

「GC予測値 ー 実績値」
の再エネ予測誤差の３σ相当値

複合商品対応分（1σ調達） 複合商品対応分（3σ調達）

1σ相当値の調達
（年間の84%相当）

複合商品の必要量判断 三次②必要量の算定式

広域予備率が閾値以上
(複合商品で1σ相当値を調達)

「前日予測値-実績値」の1σ相当値
– 「GC予測値-実績値」の1σ相当値 (複合商品対応分)

広域予備率が閾値未満
(複合商品で3σ相当値を調達)

「前日予測値-実績値」の1σ相当値
– 「GC予測値-実績値」の3σ相当値 (複合商品対応分)

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_52_haifu.html


21（参考） 現行の前日市場での三次②必要量について

◼ 三次②必要量は本来的には右下図の案B（週間商品の必要量に応じて控除量を使い分け）が望ましいとしつつ、
過去、三次②の効率的な調達を導入するにあたって、実務面および早期実現性を考慮して、まずもっては左下図の
案A（週間商品の必要量に依らず控除量を固定）での運用を採用していたところ。

出所）第42回需給調整市場検討小委員会（2023年9月27日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_42_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_42_haifu.html


22目次

1. 複合商品の調達方法の概要

2. 調整力必要量の判断基準について（前日取引化後）

3. 調整力必要量の確保方法について（前日取引化後）

4. まとめ



23前日取引化後の調整力必要量の確保方法について

◼ 前章にて、前日断面（実質的には翌々日計画）における広域予備率10%を閾値とした複合商品（+二次②・
三次①）の調整力必要量の考え方を整理した。

◼ また、前日取引化以降は、週間断面のΔkW取引がなくなるため、追加調達判断から前日断面での必要量の判断
（1σ相当 or 3σ相当）といった建付けに変化することを踏まえると、市場での調達量が変動する形になると言え、
2026年度の前日取引化後の調整力必要量の考え方と確保箇所をまとめると下表※のようになる。

翌々日計画の広域予備率が閾値以上 翌々日計画の広域予備率が閾値未満

必要量 必要量市場での調達量
（=必要量）

余力での確保量※ 市場での調達量
（=必要量）

余力での確保量※

一次 3σ 3σ ー 3σ 3σ ー

二次① 3σ 3σ ー 3σ 3σ ー

二次② 1σ 1σ ー 3σ 3σ ー

三次① 1σ 1σ ー 3σ 3σ ー

複合 1σ 1σ ー 3σ 3σ ー

三次② 複合1σ控除 募集量削減係数により配分 複合3σ控除 募集量削減係数により配分

※ 市場での調達不足分は余力で確保される。

＜2026年度からの調整力必要量の考え方と確保箇所＞

※ 関連議論として、第108回制度検討作業部会（2025年10月29日）において、三次②を除く全商品に関して、制度運用を統一する等の観点より、
需給調整市場での調達量の上限を1σとし、残り分は余力活用により確保する方針が示されたが、継続議論中のため、下表には反映していない。



24（参考） 現行の調整力必要量の確保方法について

翌々日計画の広域予備率が閾値以上 翌々日計画の広域予備率が閾値未満

必要量 必要量市場での調達量
（=必要量）

余力での確保量※ 市場での調達量
(週間断面の募集量)

余力での確保量※

（追加調達分）

一次 3σ 3σ ー 3σ 3σ ー

二次① 3σ 3σ ー 3σ 3σ ー

二次② 1σ 1σ ー 3σ 1σ 3σ-1σ

三次① 1σ 1σ ー 3σ 1σ 3σ-1σ

複合 1σ 1σ ー 3σ 1σ 3σ-1σ

三次② 複合1σ控除 募集量削減係数により配分 複合1σ控除 募集量削減係数により配分

※ 市場での調達不足分は余力での確保量に増分される。

＜現行の調整力必要量の考え方と確保箇所＞ （黄色ハッチ：前頁の2026年度からの調整力必要量の考え方と異なる部分）

◼ 現行の調整力必要量の考え方としては、下表のとおり、翌々日計画の広域予備率が閾値（12%）以上であれば、
複合商品（+二次②・三次①）は追加調達不要で必要量は1σ相当値となり、市場により調達することになる。

◼ また、翌々日計画の広域予備率が閾値未満の場合、複合商品（+二次②・三次①）の追加調達が必要となり、
この分が余力により確保されることになる。

◼ したがって、結果的に現状においては、複合商品（+二次②・三次①）の市場での調達量は、追加調達の有無に
依らず、1σ相当値が上限となっている。



25（参考） 制度検討作業部会における検討事項

出所）第108回制度検討作業部会（2025年10月29日）資料4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/system_review/pdf/108_04_00.pdf

翌々日計画の広域予備率が閾値以上 翌々日計画の広域予備率が閾値未満

必要量 必要量市場での調達量 余力での確保量※ 市場での調達量 余力での確保量※

一次 3σ 1σ 3σ-1σ 3σ 1σ 3σ-1σ

二次① 3σ 1σ 3σ-1σ 3σ 1σ 3σ-1σ

二次② 1σ 1σ ー 3σ 1σ 3σ-1σ

三次① 1σ 1σ ー 3σ 1σ 3σ-1σ

複合 1σ 1σ ー 3σ 1σ 3σ-1σ

三次② 複合1σ控除 募集量削減係数により配分 複合3σ控除 募集量削減係数により配分

※ 市場での調達不足分は余力での確保量に増分される。

＜2026年度からの調整力必要量の考え方と確保箇所（市場での調達上限ありver）＞

◼ 継続議論中ではあるが、第108回制度検討作業部会（2025年10月29日）で示された「一次～三次①商品の
市場での調達上限を1σ相当とする案」を適用した場合の調整力必要量の考え方と確保箇所は下表のようになる。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/system_review/pdf/108_04_00.pdf
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27まとめ

◼ 2026年度の前日取引化後の複合商品（+二次②・三次①）の必要量の判断基準（閾値）の見直しとして、
今回、翌々日計画における広域予備率の計上方法の見直しならびに48点化された2025年度からの実績をもとに
分析を行い、前々日断面から当日断面の予備率低下リスクも考慮して、「翌々日計画における広域予備率10%」
を新たな閾値として採用することとしたい。

◼ また、関連して三次②必要量については、一般送配電事業者側での準備が整ったため、予定どおり、2026年度の
前日取引化のタイミングに合わせて、複合商品の必要量によって控除量を使い分ける運用を開始していくことする。


